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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品を実装する配線基板であって、
　前記電子部品の電極端子と嵌合する筒状の外部接続端子を備え、
　該外部接続端子は、前記配線基板の電子部品実装面側に形成されたパッド部上に形成さ
れた第１の導体部と、
　該第１の導体部の周縁部分に電気的に接続され、前記電子部品の電極端子が差し込まれ
たときに当該電極端子の外周面がその中央部分の内周面と緊密に接触するような形状に湾
曲して筒状に形成された第２の導体部と、
　該第２の導体部の内側の底部近傍で前記第１の導体部と第２の導体部とを接合するよう
に設けられた第３の導体部とを有することを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記第２の導体部と前記第３の導体部は、異なる金属材料からなることを特徴とする請
求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記配線基板の電子部品実装面側に前記パッド部を露出させて絶縁層が形成され、前記
第２の導体部は、その下端部分が前記絶縁層上に延在して形成されていることを特徴とす
る請求項１に記載の配線基板。
【請求項４】
　電子部品を実装する配線基板であって、
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　前記電子部品の電極端子と嵌合する筒状の外部接続端子を備え、
　該外部接続端子は、前記配線基板の電子部品実装面側に形成されたパッド部にその一部
分が電気的に接続され、湾曲して筒状に形成された第１の導体部と、
　該第１の導体部の内面全体を覆い、かつ、前記電子部品の電極端子が差し込まれたとき
に当該電極端子の外周面がその中央部分の内周面と緊密に接触するような形状に湾曲して
筒状に形成された第２の導体部とを有し、
　該第２の導体部は、異なる熱膨張係数を有した２層の導体層が積層された構造を有して
いることを特徴とする配線基板。
【請求項５】
　前記第２の導体部を構成する２層の導体層は、異なる金属材料からなることを特徴とす
る請求項４に記載の配線基板。
【請求項６】
　電子部品実装面側にパッド部が形成された配線基板本体を作製する工程と、
　前記配線基板本体の前記電子部品実装面側の面全体に導体層を形成する工程と、
　前記導体層上の前記パッド部に対応する箇所に、形成すべき外部接続端子の外形を画定
するための柱状の犠牲層を形成する工程と、
　前記犠牲層から露出する前記導体層を除去する工程と、
　前記柱状の犠牲層の側面を、その中央部分がくびれるように湾曲した形状に成形する工
程と、
　該成形された犠牲層の側面に、前記パッド部上の導体層部分に接続される筒状の導体層
を形成する工程と、
　前記犠牲層を、前記筒状の導体層の内側の底部近傍の一部分を残して除去する工程とを
含むことを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記筒状の導体層を、前記犠牲層を構成する金属材料とは異なる金属をめっき種として
めっき法により形成することを特徴とする請求項６に記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　電子部品実装面側にパッド部が形成された配線基板本体を作製する工程と、
　前記配線基板本体の電子部品実装面側に、前記パッド部に対応する箇所に開口部を備え
たレジスト層を形成する工程と、
　前記レジスト層の開口部内に、常温よりも高い温度状態で、形成すべき外部接続端子の
一部を構成する第１の導体層を形成する工程と、
　前記第１の導体層上に、常温よりも高い温度状態で、該第１の導体層を構成する材料よ
りも熱膨張係数の小さい材料からなる第２の導体層を形成する工程と、
　常温状態で前記レジスト層を除去する工程とを含むことを特徴とする配線基板の製造方
法。
【請求項９】
　前記第１及び第２の導体層の少なくとも一方を、弾性を向上させる金属をめっき種とし
てめっき法により形成することを特徴とする請求項８に記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子等の電子部品を配線基板に実装するための技術に係り、特に、電
子部品を着脱自在に実装し得るよう適応された配線基板（以下、便宜上、「パッケージ」
ともいう。）及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子等の電子部品（チップ）を配線基板（パッケージ）に表面実装する場合、チ
ップとパッケージを電気的に接続する方法として、ワイヤボンディングやフリップチップ
・ボンディング等の手法が用いられている。ワイヤボンディングの場合、パッケージ上に
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実装されたチップの周囲にボンディングエリア（ワイヤを接続するためのパッドが配列さ
れた領域）を必要とし、その分だけパッケージの面積が大きくなるのに対し、フリップチ
ップ・ボンディングの場合、パッケージ上に導電性バンプを介してチップを実装できるた
め、チップの周囲にボンディングエリアを必要とせず、パッケージの小型化という点で有
用である。
【０００３】
　かかるフリップチップ・ボンディング型の電子部品装置においては、チップとパッケー
ジの電気的な接続は、チップ側とパッケージ側に同じ金属材料からなるバンプを設け、も
しくはチップ側にのみ金属バンプを設け、これら同一金属バンプを介して両者を接合する
方法（同一金属による接合）や、チップ側とパッケージ側に異なる金属材料からなるバン
プを設け、これら異種金属バンプを介して両者を接合する方法（異種金属による接合）を
用いて行われていた。例えば、同一金属による接合の態様としては、はんだバンプとはん
だバンプの接合があり、異種金属による接合の態様としては、銅（Ｃｕ）バンプとはんだ
バンプの接合、金（Ａｕ）バンプとはんだバンプの接合などがある。
【０００４】
　上記の従来技術に関連する技術としては、例えば、特許文献１に記載された半導体チッ
プの実装基板への実装構造、特許文献２に記載されたバンプ付きワークの実装基板、特許
文献３に記載された電子部品接続用の端子装置がある。また、特許文献４に記載されたボ
ールグリッドアレイ接続システム（ボールソケット）、特許文献５に記載されたポスト又
はボールを接続するためのソケットコネクタ、特許文献６に記載されたスタッドバンプソ
ケットがある。
【特許文献１】特開２０００－１８３５０７号公報
【特許文献２】特開平１０－１６３２６７号公報
【特許文献３】特開平１－２２６１６０号公報
【特許文献４】特表２００９－５４３３６０号公報
【特許文献５】特表２００９－５２７８７４号公報
【特許文献６】特開２００６－４９２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように従来のフリップチップ・ボンディング型の電子部品装置においては、チ
ップとパッケージの電気的な接続は、同一金属バンプを用いた接合や異種金属バンプを用
いた接合を介して行われていた。このような電子部品装置は、その出荷に先立ち、チップ
をパッケージに実装した状態で詳細な機能についての電気的試験（製品としての信頼性の
評価）が行われるのが一般的である。しかしながら、従来のフリップチップ・ボンディン
グ型の電子部品装置では、このような信頼性評価のための試験を行ったときに、以下の問
題が生じていた。
【０００６】
　すなわち、異種金属による接合の場合、その接合界面に合金層が形成される。例えば、
図９（ａ）に一例として示すように、配線基板５０の保護膜５１（例えば、ソルダレジス
ト層）から露出するパッド部５２（例えば、銅（Ｃｕ）／ニッケル（Ｎｉ）／金（Ａｕ）
のめっき層）にはんだバンプＢＰ１（その主要金属として錫（Ｓｎ）を含有するもの）を
設け、チップ６０の保護膜６１（例えば、パッシベーション膜）から露出するパッド部６
２（例えば、アルミニウム（Ａｌ）の導体層）に銅（Ｃｕ）バンプＢＰ２を設け、各金属
バンプＢＰ１，ＢＰ２を溶融などにより接合した場合、その接合界面には合金層（Ｃｕ－
Ｓｎ）ＢＭが形成される。
【０００７】
　このような合金層ＢＭは、熱ストレスに対して概して脆いため、チップ実装後に温度サ
イクル試験（例えば、＋１２５～１５０℃と－４０～６５℃の間で温度を変化させ、それ
を繰り返して、製品の特性変化を調べる試験）を行ったときに破断するおそれがあり、場
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合によっては、図示のように合金層ＢＭに「破断」（ＢＲで示す部分）が生じてしまうと
いった問題があった。また、高温放置試験（例えば、１５０℃の温度の環境下に一定時間
放置しておく試験）では、熱によって金属原子が流動し易くなるため、合金層ＢＭのエリ
アが拡大し、破断に至るケースが増えるといった問題があった。
【０００８】
　図９（ａ）に示す例では、異種金属バンプＢＰ１，ＢＰ２を用いてチップ６０と配線基
板５０を接合した場合の「破断」の発生について説明したが、このような導電性バンプに
おける「破断」は、同一金属による接合を行った場合にも同様に起こり得る。例えば、導
電性バンプの材料として共晶はんだ（錫（Ｓｎ）と鉛（Ｐｂ）の組成からなるもの）もし
くは鉛フリーはんだ（例えば、Ｓｎと銀（Ａｇ）とＣｕの組成からなるもの）を用いた場
合、図示のような局所的な合金層ＢＭは形成されないものの、当該導電性バンプ中にＳｎ
－ＰｂもしくはＳｎ－Ａｇ－Ｃｕの合金が分布しているので、温度条件や試験時間によっ
ては同様の破断が発生し得る。
【０００９】
　このような「破断」に対処するため、実装するチップと配線基板をアンダーフィル樹脂
で固定化する方法がとられている。図９（ｂ）はその一例を示したものである。図示の例
では、実装すべきチップ６０（保護膜６１から露出するパッド部６２）に設けられた電極
端子としてのバンプＢＰが、配線基板５０の保護膜５１から露出するパッド部５２にフリ
ップチップ接続され、配線基板５０とチップ６０の隙間にアンダーフィル樹脂７０が充填
されて硬化されている。この方法では、チップ６０と配線基板５０はアンダーフィル樹脂
７０を介して一体化されるので、接続信頼性は向上する。
【００１０】
　しかしながら、配線基板５０とチップ６０の隙間にアンダーフィル樹脂７０を充填する
ための処理を必要とするため、工数が増加し、コストの上昇を招くといった問題がある。
また、アンダーフィル樹脂７０を硬化させるためにベーキング（加熱処理）を施すが、基
板５０との熱膨張係数が異なるため、図示のようにアンダーフィル樹脂７０が収縮し、配
線基板５０の周囲部分がチップ搭載面側に反ってしまうといった問題があった。さらに、
反り具合の程度によってはチップ６０が剥がれてしまうこともあり、接続信頼性が損なわ
れるといった課題があった。
【００１１】
　本発明は、かかる従来技術における課題に鑑み創作されたもので、実装する電子部品と
の間に熱膨張係数の違いに起因した応力が発生した場合でもその応力を有効に吸収し、電
子部品との電気的導通状態を確実に維持すると共に、実装後の基板の反りを実質的に無く
し、コスト低減に寄与することができる配線基板及びその製造方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の従来技術の課題を解決するため、本発明の一形態によれば、電子部品を実装する
配線基板であって、前記電子部品の電極端子と嵌合する筒状の外部接続端子を備え、該外
部接続端子は、前記配線基板の電子部品実装面側に形成されたパッド部上に形成された第
１の導体部と、該第１の導体部の周縁部分に電気的に接続され、前記電子部品の電極端子
が差し込まれたときに当該電極端子の外周面がその中央部分の内周面と緊密に接触するよ
うな形状に湾曲して筒状に形成された第２の導体部と、該第２の導体部の内側の底部近傍
で前記第１の導体部と第２の導体部とを接合するように設けられた第３の導体部とを有す
ることを特徴とする配線基板が提供される。
【００１３】
　この形態に係る配線基板の構成によれば、外部接続端子の一部を構成する第２の導体部
は、電子部品の電極端子が差し込まれたときに当該電極端子の外周面がその中央部分の内
周面と緊密に接触するような形状に湾曲して筒状に形成されている。これにより、電子部
品の実装後に、例えば、温度サイクル試験等において配線基板と電子部品の熱膨張係数の
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違いに起因して両者間に応力（熱ストレス）が発生し、両者の相対位置が多少ずれた場合
でも、外部接続端子は、筒状に成形された第２の導体部により、電子部品の電極端子との
緊密な接触状態を保ったまま、その発生した応力に応じて弾性変形することができる。つ
まり、外部接続端子は、発生した熱ストレスを有効に吸収しながら電子部品との電気的導
通状態を確実に維持することができる。
【００１４】
　また、配線基板に電子部品を実装するにあたり、従来技術（図９（ｂ）参照）において
実装時に使用されていたアンダーフィル樹脂を使用する必要がないので、従来技術に見ら
れたような配線基板の反りを実質的に無くすことができる。また、アンダーフィル樹脂を
充填するための工数が不要となるため、コスト低減に寄与することができる。
【００１５】
　また、本発明の他の形態によれば、上記の形態に係る配線基板を製造する方法が提供さ
れる。その一形態に係る配線基板の製造方法は、電子部品実装面側にパッド部が形成され
た配線基板本体を作製する工程と、前記配線基板本体の前記電子部品実装面側の面全体に
導体層を形成する工程と、前記導体層上の前記パッド部に対応する箇所に、形成すべき外
部接続端子の外形を画定するための柱状の犠牲層を形成する工程と、前記犠牲層から露出
する前記導体層を除去する工程と、前記柱状の犠牲層の側面を、その中央部分がくびれる
ように湾曲した形状に成形する工程と、該成形された犠牲層の側面に、前記パッド部上の
導体層部分に接続される筒状の導体層を形成する工程と、前記犠牲層を、前記筒状の導体
層の内側の底部近傍の一部分を残して除去する工程とを含むことを特徴とする。
【００１６】
　また、他の形態に係る配線基板の製造方法は、電子部品実装面側にパッド部が形成され
た配線基板本体を作製する工程と、前記配線基板本体の電子部品実装面側に、前記パッド
部に対応する箇所に開口部を備えたレジスト層を形成する工程と、前記レジスト層の開口
部内に、常温よりも高い温度状態で、形成すべき外部接続端子の一部を構成する第１の導
体層を形成する工程と、前記第１の導体層上に、常温よりも高い温度状態で、該第１の導
体層を構成する材料よりも熱膨張係数の小さい材料からなる第２の導体層を形成する工程
と、常温状態で前記レジスト層を除去する工程とを含むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る配線基板及びその製造方法の他の構成／プロセス上の特徴及びそれに基づ
く特有の利点等については、以下の発明の実施の形態を参照しながら説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、添付の図面を参照しながら説明する。
【００１９】
　（第１の実施形態…図１～図５参照）
　図１は本発明の第１の実施形態に係る配線基板の構成を断面図の形態で示したものであ
る。図示の例では、本実施形態の配線基板１０に電子部品としての半導体チップ３０が着
脱自在に実装され得る様子を示している。
【００２０】
　本実施形態に係る配線基板１０は、基本的には、配線基板本体を構成する樹脂基板１１
と、この樹脂基板１１の両面にそれぞれ所要の形状にパターニングされた配線層１２及び
１３と、各配線層１２，１３のそれぞれ所要の箇所に画定されたパッド部１２Ｐ，１３Ｐ
を除いて両面を覆うように形成された保護膜としての絶縁層１４及び１５とを備えて構成
されている。さらに、チップ実装面側の絶縁層（図示の例では、上側の絶縁層１４）上の
所要の箇所に、本発明を特徴付ける外部接続端子２０が設けられている。
【００２１】
　この外部接続端子２０は、図示のように当該絶縁層１４から露出するパッド部１２Ｐに
電気的に接続された導体層（ベース部）１６と、このベース部１６の絶縁層１４上に延在
する周縁部分に電気的に接続され、筒状に成形された導体層（筒状導体部）１７と、この
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筒状導体部１７の内側の底部近傍でベース部１６と筒状導体部１７とを接合するように設
けられた導体層（補強部）１８とから構成されている。外部接続端子２０の要部をなす筒
状導体部１７は、特に図示はしていないが上方から断面的に見ると、実装するチップ３０
の電極端子３１の形状（本実施形態では「円柱状」）に合わせて「円いリング」の形状に
形成されている。また、図示のように側面から断面的に見ると、筒状導体部１７の中央部
分（高さ方向において１／２の高さに対応する部分）の直径が他の部分の直径と比べて小
さくなるように（つまり、中央部分に「くびれ」をもたせるように）湾曲して形成されて
いる。このように外部接続端子２０は、その外形が「筒」の形状に似ていることから、以
下の記述では、便宜上、「筒状端子」ともいう。
【００２２】
　つまり、この筒状端子（外部接続端子）２０は、その一部分であるベース部１６が、当
該絶縁層１４から露出するパッド部１２Ｐに電気的に接続され、かつ、その要部である筒
状導体部１７が、実装するチップ３０の電極端子３１が差し込まれたときに当該電極端子
３１の外周面が筒状導体部１７の中央部分の内周面と緊密に接触するような形状に湾曲し
て形成されている。このような緊密な接触を確実なものにするため、本実施形態では、図
示のように筒状導体部１７の各部分の寸法とチップ３０の電極端子３１の寸法との間に特
定の関係をもたせている。すなわち、筒状導体部１７の中央部分の直径をＡ、チップ３０
の電極端子３１を受け入れる側の開口部分の直径をＢ、チップ３０の電極端子３１の直径
をＣとすると、Ａ（例えば、５０μｍ）＜Ｃ（例えば、１００μｍ）＜Ｂ（例えば、１５
０μｍ）の関係を満たすように各値を選定している。
【００２３】
　このように本実施形態では、配線基板１０の筒状端子（外部接続端子）２０に、実装す
るチップ３０の電極端子３１が差し込まれて、両端子が互いに嵌合した状態で接続される
ようになっている。つまり、配線基板１０の筒状端子２０とチップ３０の電極端子３１と
の電気的導通（チップ３０の実装）は、従来のようにバンプ形成素材（はんだ等）の溶融
や接合等による固定的な接続ではなく、図１に示すように着脱自在の機械的な嵌合による
接触によって確保されている。
【００２４】
　かかる筒状端子２０の構造により、チップ実装後の温度サイクル試験等において配線基
板１０とチップ３０の熱膨張係数の違いに起因して上下方向／水平方向に応力（熱ストレ
ス）が発生し、両者の相対位置が多少ずれた場合でも、筒状端子２０（筒状導体部１７）
は、チップ３０の電極端子３１を着脱自在に差し込んで嵌合できるような形状に成形され
ているので、当該電極端子３１との緊密な接触状態を保ったまま、その発生した応力の方
向に応じて弾性変形することができる。つまり、筒状端子２０は、チップ実装後の温度サ
イクル試験等において発生した熱ストレスを有効に吸収する機能（応力緩和機能）を有し
ている。
【００２５】
　図２はその効果を模式的に示したものであり、（ａ）は配線基板１０にチップ（電子部
品）３０を実装した状態（電子部品装置４０）において温度サイクル試験等を行う前（応
力が発生していない場合）の状態、（ｂ）はその応力が上下方向に発生した場合の状態、
（ｃ）はその応力が水平方向に発生した場合の状態をそれぞれ示している。（ａ）の状態
が本来の実装状態であるとすると、（ｂ），（ｃ）の状態のように上下方向、水平方向に
応力が発生して両者の相対位置が多少ずれた場合でも、図示のように筒状導体部１７が弾
性変形することで、筒状導体部１７の中央部分の内周面とチップ３０の電極端子３１の外
周面との緊密な接触状態（両者間の電気的導通状態を保ったままの実装状態）を確実に維
持することができる。
【００２６】
　再び図１を参照すると、チップ実装面側と反対側の絶縁層１５から露出するパッド部１
３Ｐには、本配線基板１０をプリント配線板等のマザーボード（実装用基板）に実装する
際に使用される外部接続端子（図中破線で示すような金属バンプ（ボール）ＥＴや、金属
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ピン等）がはんだ等を介して接合されるようになっている。このような外部接続端子は出
荷する際に設けておいてもよいし、後で必要なときに外部接続端子を接合できるように当
該パッド部１３Ｐを露出させた状態のままにしておいてもよい。この場合、当該パッド部
１３Ｐの表面にはニッケル（Ｎｉ）／金（Ａｕ）めっき等の処理を施しておく。
【００２７】
　また、配線基板１０の配線基板本体を構成する樹脂基板１１の形態としては、少なくと
も最表層に配線層が形成された基板であって、各配線層が基板内部を通して電気的に接続
されている形態のものであれば十分である。樹脂基板１１の内部には配線層が形成されて
いてもよいし、形成されていなくてもよい。本発明を特徴付ける部分ではないので詳細な
図示は省略するが、樹脂基板１１の内部に配線層が形成されている形態の場合には、基板
内部で絶縁層を介在させて形成された各配線層及び各配線層間を相互に接続するビアホー
ルを介して最表層の各配線層が電気的に接続されている。この形態の基板としては、例え
ば、ビルドアップ工法を用いて形成され得る多層構造の配線基板がある。一方、樹脂基板
１１の内部に配線層が形成されていない形態の場合には、この樹脂基板１１の所要箇所に
適宜形成されたスルーホールを介して最表層の各配線層が電気的に接続されている。
【００２８】
　本実施形態に係る配線基板１０は、図１、図２に示されるように、実装するチップ（電
子部品）３０の電極端子３１を受け入れるための筒状端子（外部接続端子）２０を備え、
この筒状端子２０の一部分であるベース部１６を、電子部品実装面側の最外層の絶縁層１
４から露出するパッド部１２Ｐに電気的に接続し、かつ、筒状端子２０の要部である筒状
導体部１７を、チップ３０の電極端子（円柱状の導体バンプ３１）が差し込まれたときに
当該電極端子３１の外周面が筒状導体部１７の中央部分の内周面と緊密に接触するような
形状に湾曲させて形成したことを特徴とする。本実施形態の配線基板１０を構成する各構
成部材の材料や大きさ等については、以下のプロセスに関連させて具体的に説明する。
【００２９】
　以下、本実施形態に係る配線基板１０を製造する方法について、その製造工程を順に示
す図３、図４及び図５を参照しながら説明する。なお、各工程図に示す例では、図示の簡
単化のため、本発明に関連する部分（筒状端子２０及びその周辺部分）、すなわち、配線
基板のチップ実装面側の構成のみを示している。
【００３０】
　先ず最初の工程では（図３（ａ）参照）、本発明を特徴付ける筒状端子２０を形成する
前の段階にある配線基板を作製する。すなわち、配線基板本体を構成する樹脂基板１１の
両面に所要の形状にパターニングされた配線層１２及び１３（図１参照）を有し、各配線
層１２，１３の所要の箇所に画定されたパッド部１２Ｐ，１３Ｐ（図１参照）を除いて両
面を覆うように形成された保護膜としての絶縁層１４及び１５（図１参照）を備えた構造
体を作製する。
【００３１】
　樹脂基板１１の形態としては、上述したように少なくとも最表層に配線層が形成された
基板であって、各配線層が基板内部を通して電気的に接続されている形態のものであれば
十分である。例えば、ビルドアップ工法を用いた多層構造の配線基板を利用することがで
きる。その典型的な製造プロセスは、ベース基材としてのコア基板を中心としてその両面
に、絶縁層の形成、絶縁層におけるビアホールの形成、ビアホールの内部を含めた配線パ
ターン（配線層）の形成を順次繰り返して積み上げていくものである。絶縁層の材料とし
ては典型的にエポキシ樹脂が用いられ、配線層の材料としては典型的に銅（Ｃｕ）が用い
られる。かかるプロセスを経て形成された最表層の配線層１２，１３は、基板内部の所要
箇所に適宜形成された各配線層及び各配線層間を相互に接続するビアホールを介して電気
的に接続されている。
【００３２】
　最表層の配線層１２，１３の所定の箇所に画定されるパッド部１２Ｐ，１３Ｐ（図１）
には、外部接続端子（筒状端子２０の一部分、マザーボード等に実装する際に使用される
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金属ボールＥＴ等）が接合されるので、配線層（Ｃｕ）１２，１３上にニッケル（Ｎｉ）
めっき及び金（Ａｕ）めっきをこの順に施しておくのが望ましい。これは、外部接続端子
を接合したときのコンタクト性を良くするため（Ａｕ層）と、パッド部１２Ｐ，１３Ｐを
構成するＣｕ層とＡｕ層との密着性を高め、ＣｕがＡｕ層中へ拡散するのを防止するため
（Ｎｉ層）である。つまり、パッド部１２Ｐ，１３ＰはＣｕ／Ｎｉ／Ａｕの３層構造とな
っている。
【００３３】
　さらに樹脂基板１１の両面に、それぞれ保護膜として機能するソルダレジスト層１４及
び１５（図１参照）を形成する。例えば、感光性のエポキシ樹脂を樹脂基板１１及び各配
線層１２，１３上に塗布し、それぞれ樹脂層を所要の形状（配線層１２，１３のパッド部
１２Ｐ，１３Ｐを除いた形状）にパターニングすることで、ソルダレジスト層１４，１５
を形成することができる。
【００３４】
　次の工程では（図３（ｂ）参照）、樹脂基板１１のチップ実装面側の面全体に、後の工
程で電解めっきを行う際の給電層として利用されるシード層１６を形成する。例えば、チ
ップ実装面側の全面（ソルダレジスト層１４及びパッド部１２Ｐ上）に、スパッタリング
によりチタン（Ｔｉ）の導体層を０．１μｍ程度の厚さに形成した後、このＴｉ層上に、
スパッタリングにより白金（Ｐｔ）の導体層を０．３μｍ程度の厚さに形成し、さらにこ
のＰｔ層上に、スパッタリングにより金（Ａｕ）の導体層を０．２μｍ程度の厚さに形成
して、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕの３層構造からなるシード層１６を形成する。
【００３５】
　次の工程では（図３（ｃ）参照）、シード層１６上にパターニング材料を使用してめっ
きレジストを形成し、その所要の箇所を開口する（開口部ＯＰ１を備えたレジスト層Ｒ１
の形成）。この開口部ＯＰ１は、形成すべき所要のパターンの形状、すなわち、図１に示
した筒状端子２０の筒状導体部１７の外形（チップ３０の電極端子３１を受け入れる側の
開口部分の直径Ｂ）に応じた形状に従ってパターニング形成される。パターニング材料と
しては、感光性のドライフィルム、又は液状のフォトレジスト（例えば、ノボラック系樹
脂、エポキシ系樹脂等の液状レジスト）を用いることができる。
【００３６】
　例えば、ドライフィルムを使用する場合、典型的にレジスト材料をポリエステルのカバ
ーシートとポリエチレンのセパレータシートの間に挟んだ構造となっているので、表面洗
浄→ラミネーション前処理（セパレータシート剥離）→大気中でのレジストラミネーショ
ン→露光→カバーシート剥離→現像の工程を経て、パターニングされたレジスト層Ｒ１を
形成する。具体的には、先ずシード層１６の表面を洗浄した後、その表面にドライフィル
ム（厚さ１２０μｍ程度）を熱圧着により貼り付け、このドライフィルムに対し、所要の
パターンの形状にパターニングされたマスク（図示せず）を用いて紫外線（ＵＶ）照射に
よる露光を施して硬化させ、さらに所定の現像液（ネガ型のレジストの場合には有機溶剤
を含む現像液、ポジ型のレジストの場合にはアルカリ系の現像液）を用いて当該部分をエ
ッチング除去し（開口部ＯＰ１の形成）、所要のパターンの形状に応じたレジスト層Ｒ１
を形成する。同様に、液状のフォトレジストを用いた場合にも、表面洗浄→表面にレジス
ト塗布→乾燥→露光→現像の工程を経て、所要形状にパターニングされたレジスト層Ｒ１
を形成することができる。
【００３７】
　次の工程では（図３（ｄ）参照）、レジスト層Ｒ１の開口部ＯＰ１（図３（ｃ））から
露出しているシード層１６上に、このシード層１６を給電層として利用した電解めっきに
より導体層１８を形成する。本実施形態では、シード層１６上に銅（Ｃｕ）の電解めっき
を施して、厚さ１００μｍ程度の導体層（Ｃｕポスト）１８を形成する。
【００３８】
　この導体層１８は、筒状端子２０の筒状導体部１７の外形を画定するための犠牲層とし
て利用され、後述するようにその大部分がエッチング除去される。また、この導体層１８



(9) JP 4949279 B2 2012.6.6

10

20

30

40

50

の最終的に残される一部分は、筒状端子２０のベース部１６を介してパッド部１２Ｐと筒
状導体部１７との接続性を向上させるための補強部として利用される。
【００３９】
　次の工程では（図４（ａ）参照）、めっきレジスト（図３（ｄ）のレジスト層Ｒ１）を
除去する。例えば、めっきレジストとしてドライフィルムを使用した場合には、水酸化ナ
トリウムやモノエタノールアミン系などのアルカリ性の薬液を用いて除去することができ
る。また、めっきレジストとしてノボラック系樹脂、エポキシ系樹脂等の液状レジストを
使用した場合には、アセトンやアルコール等を用いて除去することができる。これによっ
て、導体層（Ｃｕポスト）１８及びシード層１６が露出する。このままでは、図示のよう
に各パッド部１２Ｐがシード層１６を介して電気的に相互接続された状態にある。
【００４０】
　次の工程では（図４（ｂ）参照）、露出しているシード層１６（図４（ａ））を導体層
１８に対して選択的に除去する。すなわち、銅（Ｃｕ）からなる導体層１８をマスクにし
て、先ず金（Ａｕ）に対してのみ可溶性の薬液を用いたウエットエッチングを施し、次に
白金（Ｐｔ）に対してのみ可溶性の薬液を用いたウエットエッチングを施し、さらにチタ
ン（Ｔｉ）に対してのみ可溶性の薬液を用いたウエットエッチングを施すことにより、露
出しているシード層（Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ）１６のみを選択的にエッチングすることができ
る。これによって、除去されたシード層１６直下のソルダレジスト層１４が露出する。こ
の時点で、各パッド部１２Ｐは、図示のように相互に絶縁された状態となる。
【００４１】
　次の工程では（図４（ｃ）参照）、導体層（Ｃｕポスト）１８の上面に保護テープＰＴ
を貼り付ける。この保護テープＰＴは、次の工程で導体層（Ｃｕポスト）１８の側面のみ
をエッチングする際に上面部分がエッチングされるのを防ぐためのものである。保護テー
プＰＴの形態としては、例えば、ポリオレフィンやポリエステル、ＰＥＴ（ポリエチレン
テレフタレート）等からなるシート状基材の一方の面にアクリル系粘着剤等が塗布された
ものを使用することができる。
【００４２】
　次の工程では（図４（ｄ）参照）、上面に保護テープＰＴが貼り付けられ、かつ、下面
全体がシード層１６を介して樹脂基板１１上のパッド部１２Ｐに接続された導体層（Ｃｕ
ポスト）１８に対し、その側面をエッチングして、所要の形状（筒状端子２０の筒状導体
部１７の周面に沿った形状）に成形する。例えば、塩化第二銅エッチング液を入れた処理
槽に当該ワークを浸漬し、図中矢印で示す方向にエッチング液を流動させることで、図示
のようにＣｕポスト１８の中央部分がくびれたような形状にエッチングされる。その際、
使用するエッチング液に固有のエッチングレートとエッチング時間との間には一般に相関
関係があるので、エッチング時間に基づきエッチングレートを制御することで、Ｃｕポス
ト１８の側面を所要の形状にエッチングすることが可能である。
【００４３】
　次の工程では（図５（ａ）参照）、保護テープＰＴ（図４（ｄ））を剥離する。これに
よって、図示のように中央部分に「くびれ」をもたせた導体層（Ｃｕポスト）１８の下面
全体がシード層１６を介して樹脂基板１１上のパッド部１２Ｐに接続された構造体が作製
されたことになる。
【００４４】
　次の工程では（図５（ｂ）参照）、中央部分に「くびれ」をもたせた導体層（Ｃｕポス
ト）１８の表面に、本発明を特徴付ける筒状端子２０（図１）の筒状導体部１７を構成す
るめっき膜を形成する。例えば、導体層（Ｃｕポスト）１８の表面に、無電解めっきによ
りニッケル（Ｎｉ）の導体層を１０μｍ程度の厚さに形成し、さらにこのＮｉ層上に、無
電解めっきにより金（Ａｕ）の導体層を０．５μｍ程度の厚さに形成して、Ｎｉ／Ａｕの
２層構造からなるめっき膜１７を形成する。このめっき膜１７の下端部分は、図示のよう
にシード層（ベース部）１６のソルダレジスト層１４上に延在する周縁部分に電気的に接
続されている。なお、めっき膜１７の表層部分にＡｕめっきを施す理由は、後の工程で犠
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牲層（Ｃｕポスト）１８を選択エッチングできるようにするためである。
【００４５】
　次の工程では（図５（ｃ）参照）、表面にめっき膜１７が形成された導体層（Ｃｕポス
ト）１８に対し、その上面に形成されためっき膜１７のみを除去する。例えば、化学機械
研磨（ＣＭＰ）により、図示のように導体層１８の上端面が露出するまで研磨する。
【００４６】
　最後の工程では（図５（ｄ）参照）、犠牲層として利用した導体層（Ｃｕポスト）１８
をエッチングして除去する。その際、図示のようにその一部分（例えば、全体の１／５程
度の厚さ：２０μｍ程度）が残存するようにエッチングを行う。例えば、塩化第二銅エッ
チング液を入れた処理槽に当該ワークを浸漬し、図４（ｄ）の工程で行った処理の場合と
同様にエッチング時間に基づきエッチングレートを制御することで、図示のように導体層
１８の一部分を残すことができる。この残された一部分の導体層１８は、上述したように
パッド部１２Ｐ上のベース部１６と筒状導体部１７との接続性を向上させるための補強部
として機能する。
【００４７】
　以上の工程により、本実施形態の配線基板１０（図１）が製造されたことになる。
【００４８】
　以上説明したように、本実施形態に係る配線基板１０及びその製造方法によれば、チッ
プ３０の実装後に温度サイクル試験等において配線基板１０とチップ３０の熱膨張係数の
違いに起因して上下方向／水平方向に応力（熱ストレス）が発生し、両者の相対位置が多
少ずれた場合でも、筒状端子２０（筒状導体部１７）は、チップ３０の電極端子３１が差
し込まれたときに当該電極端子３１の外周面がその中央部分の内周面と緊密に接触するよ
うな形状に湾曲して形成されているので、当該電極端子３１との緊密な接触状態を保った
まま、その発生した応力に応じて弾性変形することができる（図２参照）。つまり、筒状
端子２０は、発生した熱ストレスを有効に吸収しながら（応力緩和機能）、実装したチッ
プ３０との電気的導通状態を確実に維持することができる。
【００４９】
　また、配線基板１０にチップ３０を実装するにあたり、従来のチップ実装時に使用され
ていたアンダーフィル樹脂を使用する必要がないので、従来技術（図９（ｂ））に見られ
たような不都合（配線基板の反り）を解消することができる。また、アンダーフィル樹脂
を充填するための工数が不要となるため、コストの低減化を図ることができる。
【００５０】
　また、最終工程（図５（ｄ））において残された犠牲層（導体層）１８の一部分は、筒
状導体部１７の内側の底部近傍でベース部１６と筒状導体部１７とを接合する補強部とし
て機能するので、ベース部１６を介してパッド部１２Ｐと筒状導体部１７との接続性を向
上させることができる。
【００５１】
　上述した第１の実施形態に係る配線基板１０及びその製造方法（図３～図５）では、本
発明を特徴付ける筒状端子（外部接続端子）２０を、あらかじめその外形に応じて中央部
分がくびれた形状に成形した犠牲層（Ｃｕポスト）１８を利用して形成する場合を例にと
って説明したが、本発明の要旨からも明らかなように、筒状端子を形成する方法がこれに
限定されないことはもちろんである。図６～図８はその一例を示したものである。
【００５２】
　（第２の実施形態…図６～図８参照）
　本実施形態に係る配線基板１０ａ（図７（ｃ））は、基本的には第１の実施形態に係る
配線基板１０（図１）と同じ構成を有しており、チップ実装面側の絶縁層１４上の所要の
箇所に第１の実施形態とは構成の異なる筒状端子（外部接続端子）２０ａが設けられてい
る点で相違する。この筒状端子２０ａは、図示のように当該絶縁層１４から露出するパッ
ド部１２Ｐにその一部分（底部）が電気的に接続され、湾曲して筒状に形成された導体層
（ベース部）１６ａと、この筒状のベース部１６ａの内面全体を覆って形成された２層構
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造の導体層（筒状導体部）１９とから構成されている。
【００５３】
　この筒状導体部１９を上方から断面的に見たときの形状及び側面から断面的に見たとき
の形状は、第１の実施形態に係る筒状導体部１７の場合と同じである。すなわち、筒状導
体部１９は、上方から断面的に見ると、「円いリング」の形状に形成されており、側面か
ら断面的に見ると、その中央部分（高さ方向において１／２の高さに対応する部分）の直
径が他の部分の直径と比べて小さくなるように（つまり、中央部分に「くびれ」をもたせ
るように）形成されている。また、筒状導体部１９の各部分の寸法（中央部分の直径Ａ、
開口部分の直径Ｂ）と実装するチップの電極端子の寸法（直径Ｃ）との関係についても、
第１の実施形態の場合と同様に、Ａ＜Ｃ＜Ｂの関係を満たすように選定している。
【００５４】
　本実施形態を特徴付ける筒状導体部１９は、異なる熱膨張係数を有した金属からなる導
体層１９ａ及び１９ｂを積層したものであり、「バイメタル」を構成している。本実施形
態では、このバイメタル（筒状導体部１９）を構成する金属の熱膨張係数の関係が、（外
側の金属：導体層１９ａ）＞（内側の金属：導体層１９ｂ）となるように金属材料を選定
している。
【００５５】
　本実施形態に係る配線基板１０ａは、図７（ｃ）、図８（ｂ）に示されるように、実装
するチップ（電子部品）３０の電極端子３１を受け入れるための筒状端子２０ａを備え、
この筒状端子２０ａの一部分であるベース部１６ａを、電子部品実装面側の最外層の絶縁
層１４から露出するパッド部１２Ｐに電気的に接続し、かつ、筒状端子２０ａの要部であ
る筒状導体部（バイメタル）１９を構成する各金属材料（１９ａ，１９ｂ）を、チップ３
０の電極端子３１が差し込まれたときに当該電極端子３１の外周面が常温状態（２３℃前
後）で筒状導体部１９の中央部分の内周面（導体層１９ｂ上）と緊密に接触するように、
選定したことを特徴とする。本実施形態の配線基板１０ａを構成する各構成部材の材料や
大きさ等については、以下のプロセスに関連させて具体的に説明する。
【００５６】
　以下、第２の実施形態に係る配線基板１０ａを製造する方法について、その製造工程を
順に示す図６及び図７を参照しながら説明する。各工程図に示す例では、上述した第１の
実施形態に係るプロセス（図３～図５）の場合と同様に、図示の簡単化のため、本発明に
関連する部分（筒状端子２０ａ及びその周辺部分）の構成のみを示している。
【００５７】
　先ず最初の工程では（図６（ａ）参照）、本発明を特徴付ける筒状端子２０ａを形成す
る前の段階にある配線基板を作製する。この配線基板の作製方法については、上述した図
３（ａ）の工程で行った処理と同じであるので、ここではその説明は省略する。
【００５８】
　次の工程では（図６（ｂ）参照）、上述した図３（ｃ）の工程で行った処理と同様にし
て、樹脂基板１１のチップ実装面側の面全体に、パターニング材料（感光性のドライフィ
ルム又は液状のフォトレジスト）を使用してめっきレジストを形成し、その所要の箇所を
開口する（開口部ＯＰ２を備えたレジスト層Ｒ２の形成）。この開口部ＯＰ２は、形成す
べき筒状端子２０ａの外形に応じた形状に従ってパターニング形成される。つまり、筒状
端子２０ａが接続されるべきパッド部１２Ｐ上で、当該パッド部１２Ｐよりも大きなサイ
ズで開口される。例えば、パッド部１２Ｐの大きさ（直径）を６０μｍ程度とすると、開
口部ＯＰ２は１２０μｍ程度の大きさで形成する。
【００５９】
　次の工程では（図６（ｃ）参照）、上述した図３（ｂ）の工程で行った処理と同様にし
て、レジスト層Ｒ２が形成されている側の面全体に、後の工程で電解めっきを行う際の給
電層として利用されるシード層１６ａを形成する。例えば、チップ実装面側の全面（パッ
ド部１２Ｐ、ソルダレジスト層１４及びレジスト層Ｒ２上）に、スパッタリングによりチ
タン（Ｔｉ）の導体層を０．１μｍ程度の厚さに形成し、さらにこのＴｉ層上に、スパッ
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タリングにより銅（Ｃｕ）の導体層を０．５μｍ程度の厚さに形成して、Ｔｉ／Ｃｕの２
層構造からなるシード層１６ａを形成する。スパッタリングを行う際には、レジスト層Ｒ
２が変質しないように低温（１５０℃以下）で行う。このような低温での処理は、低出力
のパワーで行えば十分に可能である。この工程で形成されたシード層１６ａの一部分は、
上述したように筒状端子２０ａの一部分であるベース部１６ａを構成する。
【００６０】
　次の工程では（図６（ｄ）参照）、レジスト層Ｒ２の開口部ＯＰ２（図６（ｃ））から
露出しているシード層１６ａ上に、このシード層１６ａを給電層として利用した電解めっ
きにより導体層１９ａを形成する。本実施形態では、シード層１６ａ上に銅（Ｃｕ）の電
解めっきを施して、厚さ５μｍ程度の導体層（Ｃｕ層）１９ａを形成する。この電解Ｃｕ
めっきは、めっき浴を５０℃程度に加温した状態で行う。このＣｕ層１９ａは、上述した
バイメタル（筒状導体部１９）の外側の導体層を構成する。
【００６１】
　次の工程では（図７（ａ）参照）、前工程で形成された導体層（Ｃｕ層）１９ａ上に、
この導体層１９ａを給電層として利用した電解めっきにより、導体層１９ａを構成する金
属（Ｃｕ）よりも熱膨張係数の小さい金属からなる導体層１９ｂを形成する。本実施形態
では、導体層（Ｃｕ層）１９ａ上にニッケル（Ｎｉ）の電解めっきを施して、厚さ５μｍ
程度の導体層（Ｎｉ層）１９ｂを形成する。この電解Ｎｉめっきは、上記の電解Ｃｕめっ
きの場合と同様に、めっき浴を５０℃程度に加温した状態で行う。このＮｉ層１９ｂは、
上述したバイメタル（筒状導体部１９）の内側の導体層を構成する。ちなみに、Ｃｕの熱
膨張係数は約１７ｐｐｍ／℃、Ｎｉの熱膨張係数は約１２ｐｐｍ／℃である。
【００６２】
　次の工程では（図７（ｂ）参照）、表面にシード層１６ａ及び導体層１９ａ，１９ｂが
形成されたレジスト層Ｒ２（図７（ａ））に対し、その上面に形成された部分のシード層
及び導体層のみを除去する。例えば、化学機械研磨（ＣＭＰ）により、図示のようにレジ
スト層Ｒ２の上端面が露出するまで研磨する。
【００６３】
　最後の工程では（図７（ｃ）参照）、めっきレジスト（図７（ｂ）のレジスト層Ｒ２）
を除去する。例えば、めっきレジストとしてドライフィルムを使用した場合には、水酸化
ナトリウムやモノエタノールアミン系などのアルカリ性の薬液を用いて除去することがで
きる。また、めっきレジストとしてノボラック系樹脂、エポキシ系樹脂等の液状レジスト
を使用した場合には、アセトンやアルコール等を用いて除去することができる。かかるめ
っきレジストの除去は、常温状態（２３℃前後）で行う。
【００６４】
　これによって、筒状導体部１９（Ｃｕ層１９ａ、Ｎｉ層１９ｂ）及びその外周面を覆う
ベース部１６ａは、筒状導体部１９のバイメタル作用により、図示のように中央部分が内
側に湾曲した形状を呈する。つまり、レジスト層Ｒ２が除去されると、筒状導体部１９及
びベース部１６ａを支えていた部材が無くなり、また、５０℃前後の加温状態で処理され
ていたＣｕ層１９ａ及びＮｉ層１９ｂは、常温状態（２３℃前後）になると収縮する。そ
の収縮の際、バイメタルの外側の金属（Ｃｕ）の方が内側の金属（Ｎｉ）よりも熱膨張係
数が大きいため、図示のように内側に湾曲する。
【００６５】
　以上の工程により、第２の実施形態に係る配線基板１０ａが製造されたことになる。
【００６６】
　この配線基板１０ａは、通常はこのままチップ（電子部品）を実装しないで出荷される
が、客先の要望によっては、図８（ｂ）に示すように配線基板１０ａにチップ３０を実装
し、電子部品装置４０ａとして出荷する場合もある。以下、この場合の実装方法について
図８を参照しながら説明する。
【００６７】
　先ず（図８（ａ）参照）、上述した図６及び図７のプロセスにより製造された配線基板
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１０ａを、常温状態（２３℃前後）から２００℃程度の加温状態の環境下におく。これに
よって、筒状導体部（バイメタル）１９を構成する導体層のうち熱膨張係数の大きい方の
外側のＣｕ層１９ａが内側のＮｉ層１９ｂよりも伸び易くなり、図示のように筒状導体部
１９が上下方向にストレートな形状を呈し、中央部分のくびれが無くなる。
【００６８】
　この時点で、図示のように筒状導体部１９の内側にチップ３０の電極端子３１を挿入す
ることができる。図示の例では、チップ３０の電極端子３１の先端部と筒状導体部１９の
内側の導体層１９ｂとの間に隙間があるが、電極端子３１の先端部を導体層１９ｂに接触
させてもよいことはもちろんである。なお、図中、３２はチップ３０の保護膜としてのパ
ッシベーション膜、３３はパッシベーション膜３２から露出するパッド部（例えば、アル
ミニウム（Ａｌ）の導体層）を示し、このパッド部３３に電極端子３１（例えば、Ｃｕバ
ンプ、Ａｕバンプ等）が接合されている。
【００６９】
　次に（図８（ｂ）参照）、このような状態（筒状導体部１９の内側にチップ３０の電極
端子３１を挿入した状態）を維持したまま、加温状態（２００℃程度）から元の常温状態
に戻す。これによって、今度は逆に熱膨張係数の大きい方の外側のＣｕ層１９ａが内側の
Ｎｉ層１９ｂよりも収縮し易くなり、図示のように筒状導体部１９は、中央部分がくびれ
るようにして湾曲した形状を呈する。これにより、チップ３０の電極端子３１の外周面が
筒状導体部１９の中央部分の内周面（導体層１９ｂ上）と緊密に接触し、両者間の電気的
導通状態が維持される。
【００７０】
　以上説明したように、第２の実施形態に係る配線基板１０ａ（電子部品装置４０ａ）及
びその製造方法によれば、上述した第１の実施形態において得られた効果（チップ実装後
に発生し得る熱ストレスにより相対位置が多少ずれた場合でもチップとの電気的導通状態
を維持し、実装後の基板の反りを実質的に無くし、コスト低減に寄与できること）に加え
て、さらに以下のメリットがある。
【００７１】
　すなわち、上述した第１の実施形態では、形成すべき筒状端子（外部接続端子）２０の
外形に応じてパターニング形成したレジスト層Ｒ２を設け、このレジスト層Ｒ１の開口部
ＯＰ１に犠牲層１８を設けた後、レジスト層Ｒ１を除去し、さらに犠牲層１８上に保護テ
ープＰＴを貼り付け、この犠牲層１８をエッチングして所要の形状に成形した後、この犠
牲層１８を利用して当該筒状端子２０を形成し、最終的に犠牲層１８を除去する処理を必
要としている。これに対し、第２の実施形態では、目的の筒状端子２０ａの外形に応じて
パターニング形成したレジスト層Ｒ２の開口部ＯＰ２内に異なる金属種（Ｃｕ、Ｎｉ）で
順次めっきを施し、最終的にレジスト層Ｒ２を除去することで、当該筒状端子２０ａを形
成することができる。つまり、上述した第１の実施形態の場合と比べて、プロセスの簡略
化を図ることができる。
【００７２】
　なお、上述した第１の実施形態では（図５参照）、筒状端子２０（筒状導体部１７）の
外形を画定するための導体層（Ｃｕポスト）１８上にＮｉ／Ａｕの無電解めっきを施して
筒状導体部１７を形成する場合を例にとって説明したが、使用するめっき種の組合せがこ
れに限定されないことはもちろんである。筒状端子２０（筒状導体部１７）が備えるべき
機能（図２に示したように熱ストレス（応力）の発生によりチップ３０の電極端子３１と
の相対位置が多少ずれた場合でも当該電極端子３１との接触状態を保ったまま弾性変形す
ること）を考慮すると、弾性を向上させる金属をめっき種として選定するのが望ましい。
例えば、図５（ｂ）の工程において、Ｎｉめっきの代わりに、Ｎｉとコバルト（Ｃｏ）の
合金めっきを施し、ＮｉＣｏ／Ａｕのめっき膜としてもよい。この場合、めっき液を変え
るだけで済むので、工程が増えることもない。
【００７３】
　また、上述した第１の実施形態に係るプロセスでは、最後の工程（図５（ｄ））におい
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て犠牲層（導体層）１８の一部分を残すようにエッチングを行う（つまり、その一部分を
補強部１８として残しておく）場合を例にとって説明したが、本発明の要旨からも明らか
なように、かかる補強部１８は必ずしも設けておく必要はない。つまり、補強部１８が無
くても、配線基板１０のパッド部１２Ｐに電気的に接続されたベース部１６と筒状導体部
１７との電気的導通状態は確保されているからである。
【００７４】
　従って、最後の工程（図５（ｄ））において犠牲層１８を全てエッチング除去するよう
にしてもよい。ただし、この場合には、最終的に露出するベース部（シード層）１６はエ
ッチングされずに残しておく必要があるので、シード層１６を構成する材料（少なくとも
その表層部分）は、犠牲層１８を構成する材料（Ｃｕ）と異なる材料を選定する必要があ
る。
【００７５】
　また、上述した第２の実施形態では、筒状端子２０ａの要部（バイメタル構造の筒状導
体部１９）を構成する金属としてＣｕとＮｉを用いた場合を例にとって説明したが、バイ
メタルを構成する金属の組合せがこれに限定されないことはもちろんである。要は、バイ
メタルを構成する金属の熱膨張係数の関係が、（外側の金属：導体層１９ａ）＞（内側の
金属：導体層１９ｂ）となるように金属材料が選定されていれば十分である。例えば、外
側の金属として図示のようにＣｕを用いたとき、内側の金属として、上記のＮｉの代わり
に、クロム（Ｃｒ）、ＮｉＣｒの合金、ＮｉＣｏの合金等を適宜使用することも可能であ
る。特にＮｉＣｏの合金を使用した場合、上述した第１の実施形態に係る筒状導体部１７
の場合と同様に、筒状導体部１９の弾性を向上させることができる点で有利である。
【００７６】
　また、上述した各実施形態では、筒状端子２０，２０ａを形成する前の段階にある配線
基板の形態として樹脂基板１１（その最表層に配線層１２，１３が形成され、各配線層の
所要の箇所に画定されたパッド部１２Ｐ，１３Ｐを除いて当該配線層がそれぞれソルダレ
ジスト層１４，１５で被覆されたもの）を使用した場合を例にとって説明したが、本発明
の要旨からも明らかなように、樹脂基板に限定されないことはもちろんである。例えば、
ＣＳＰ（チップサイズパッケージ）において用いられているシリコン基板の形態であって
もよい。この形態の場合には、上記の配線層１２，１３（パッド部１２Ｐ，１３Ｐ）の代
わりに、シリコン（Ｓｉ）基板上にアルミニウム（Ａｌ）の電極パッドが設けられ、上記
のソルダレジスト層１４，１５の代わりに、ＳｉＯ２ 、ＳｉＮ、ポリイミド樹脂等から
なるパッシベーション膜が設けられる。また、他の形態として、セラミック基板等を用い
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る配線基板の構成を示す断面図である。
【図２】図１の配線基板にチップ（電子部品）を実装した状態（電子部品装置）を示す図
であり、（ａ）は応力が発生していない場合、（ｂ）は応力が上下方向に発生した場合、
（ｃ）は応力が水平方向に発生した場合の状態をそれぞれ示す図である。
【図３】図１の配線基板の製造方法の工程（その１）を示す断面図である。
【図４】図３の工程に続く工程（その２）を示す断面図である。
【図５】図４の工程に続く工程（その３）を示す断面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る配線基板の製造方法の工程（その１）を示す断面
図である。
【図７】図６の工程に続く工程（その２）を示す断面図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る配線基板にチップ（電子部品）を実装する方法（
電子部品装置の製造方法）の工程を示す断面図である。
【図９】従来のチップ実装時における問題点を説明するための図である。
【符号の説明】
【００７８】
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１０，１０ａ…配線基板、
１１…樹脂基板（配線基板本体）、
１２，１３…配線層、
１２Ｐ，１３Ｐ…パッド部、
１４，１５…ソルダレジスト層（保護膜／絶縁層）、
１６，１６ａ…ベース部（導体層／シード層）、
１７，１９，１９ａ，１９ｂ…筒状導体部（導体層／めっき膜）、
１８…補強部（導体層／犠牲層の一部分）、
２０，２０ａ…筒状端子（外部接続端子）、
３０…チップ（電子部品）、
３１…バンプ（電極端子）、
４０，４０ａ…電子部品装置。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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